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［売買］専任媒介契約の自動更新条項は有効期間の規定の潜脱
［賃貸］セントラルキッチン兼店舗の排気能力不足をめぐるトラブル
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令和4年：新設住宅着工統計
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.03.29）

専任媒介契約の自動更新条項は、宅建業法第34条の２が定める
有効期間の規定の潜脱であり無効とされた事例

　都内の借地権付き建物を相続したＡ（長男）・Y1（長女）・
Y2（次女）は、平成20年７月、家庭裁判所の遺産分割調停
において、

①本件借地権及び建物（以下、「本物件」という。）を
各３分の１の持ち分で共有取得する。

②上地所有者（地主）のＢと共に本物件を速やかに第三
者に売却する。

③売却に当たり、Ｂが土地を売却する際に設定した売
買価格を含めた売却条件について異議を述べず、そ
の売却条件に基づいて建物及び借地権を売却する。

④当事者全員は、本物件を売却することを撤回できず、
Ｂと協議の上、売却に努力する。

　ことなどを合意した。
　平成20年10月、Ａ・Y1・Y2は、Ｂとの間で本件土地 
の売却に関して、借地権割合を62.5％、売却希望価格を坪
当たり270万円とする旨を合意すると共に、媒介業者Ｘ（原
告）との間で、平成21年１月まで３か月間の専属専任媒介 
契約（以下、「本件媒介契約」という。）をそれぞれ締結し 
た。
　平成21年１月、Ａ・Y1・Y2は、Ｘが作成した「覚書」
と題する書面をＸに提出し、同年４月16日まで本件媒介契 
約を３か月間更新した。
　更に同年４月、Ｘは再びＡ・Y1・Y2に本件媒介契約に
係る「覚書」と題する書面を提示した。本覚書には「今後 
有効期間の更新にあたり、どちらからも解約の申し出が無 
い場合は、従前の条件にて更新していきます。」（以下、「自
動更新条項」という。）と記載されており、ＡとY2はＸに 
提出したが、Y1はこれを提出しなかった。
　約５年後の平成26年５月頃、Ｘが探索したＣ（訴外）より、
本物件を坪当たり190万円で買い受けたい旨の申し出があ
ったが、Y1・Y2（以下、「Ｙら」という。）が価格条件等に
不満をもち反対したため、売却を進めたいＡがＹらに対し、
調停条項に基づいて本物件をＣに売却する売買契約を締結
する旨の意思表示をすることを求める訴えを提起した。
　裁判所は、Ｙらが調停条項に基づいて売買契約を締結す
る旨の意思表示をする義務を負うべきと認定するととも 
に、坪当たり190万円という価格も相場に照らして不当に
低廉とはいえないとしてＡの請求を認容し、平成28年３
月、最高裁上告不受理により判決が確定した。

　この間、Ａは既に平成27年11月８日付で本物件をＣに
売却する売買契約を締結しており、上記訴訟の確定（以下、

「別件判決」という。）により、Ｙらについても本件売買契
約締結の意思表示をしたものとみなされ（民事執行法177
条１項）、本件売買契約が有効に成立することとなった。
　これに基づきＸは、Ｙらに対して各239万円余の媒介報
酬を請求したが、Ｙらが支払いを拒否したため、Ｘが本件 
訴訟を提起した。

　裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求を棄却した。
　［自動更新条項の効力］
　宅建業法34条の２第３項の趣旨は、専任媒介契約が当該
宅建業者に媒介受託の地位を排他的、独占的に確保させる
という点において当該依頼者を強く拘束するものであるこ
とに鑑み、当該依頼者の契約締結の自由を確保する観点か
ら専任媒介契約の有効期間を３か月に限定したものと解さ
れ、同第４項は、一方当事者である依頼者の申出があった
ときのみ更新できることとし、更新後の有効期間を３か月
に限定したものと解される。
　同項の上記趣旨に加え、同第10項が同第３項、４項の規
定に反する特約は無効と明確に規定しており、専任媒介契
約において自動更新条項を設けることは、宅建業法34条の
２第３項が定める有効期間の規制の潜脱といえ、完全に無
効であると解すべきである。
　したがって、本件媒介契約は、Y2及びＡについては、
平成21年７月16日の経過をもって終了し、Y1について
は、同年４月16日の経過をもって終了したと認められる。
　Ｘは、本件自動更新条項は、平成21年４月17日締結の
専属専任媒介契約が有効期間の３か月経過後に一般媒介契
約として更新されるという限度において有効と解すべきで
ある旨主張するが、前記の説示に照らし、Ｘ主張に係る解
釈をとることはできない。

　本事例は、専属専任媒介契約における自動更新条項は、
宅建業法34条の２第３項、第４項の規定を潜脱する特約で
あって同条10項により完全に無効と判示したものである。
　このような自動更新条項を設けることは民事上無効とな
るだけでなく、宅建業法違反として行政処分の対象となり
得るものであり、媒介業者としてはよく注意しておきたい。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

ま 　 と 　 め
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排気能力不足について、賃貸人には使用収益させる義務違反、媒介業者
には説明義務違反があるとする賃借人の請求が棄却された事例

　平成30年４月頃、Ｘ（原告・飲食業）は、Y2（被告・宅建
業者）に対して、セントラルキッチン兼店舗として使用する 
物件の紹介を依頼した。
　同年５月25日、Y2はＸに、東京都内に所在するY1（被
告・不動産賃貸業者）所有の建物の地下１階部分（本物件）
を紹介した。その紹介書には、「前業種：ダイニングバー
重飲食相談」等の記載があった。同日、ＸはY2の案内で
本物件を内覧し、ＸはY2に対して、電気・ガス・水道の 
各設備の容量を照会したが、排気ダクトの容量については、
確認を求めなかった。
　その後、ＸはY2に、セントラルキッチン兼店舗を営業
内容とする本物件の入居申込書を提出した一方、Y2はＸ
に、電気・ガス・水道の各設備の容量を回答するとともに、
内装工事業者への確認を求め、その確認が取れたら賃貸人
に説明をする予定である旨連絡したところ、ＸはY2に対
して、設備に関してクリアできているので、話を進めてほ
しい旨返答した。
　同年６月、Y1とＸはY2の媒介により、本物件の賃貸借
契約（本契約）を締結するとともに、Ｘは前賃借人との間で
排気ダクトを含む内装・什器等を現状有姿で譲り受ける造
作譲渡契約を締結した。
　同年７月、Ｘは、内装改装工事に着手したところ、翌月
にその工事業者から、設置を予定している排気設備に対し
て排気ダクトの容量が、40％程度しかないとの説明を受け
た。これを受けてＸは、Y2を通じてY1とその改修工事の
協議をしたが、建物の構造上多額の費用を要することが判
明したことから出店を断念し、同年11月にY1に対して、
本契約の解除を通知した。
　平成31年１月、Ｘは、Y1には本物件を使用収益させる
義務の違反、Ｙらには改修に多額の費用を要すること等の 
説明義務違反がそれぞれあったとして、Ｙらに既払い賃
料・賃借に要した費用等・逸失利益（1644万円余）の支払い 
と、Y1に対してはこれに加えて保証金（320万円）の返還を
求める通知を行ったものの、Ｙらはともにこれを拒絶した
ことから、同年３月、ＸはＹらにそれらの支払いを求めて
提訴した。
　令和３年３月、その請求を全て棄却する判決が言い渡さ
れたことから、これを不服とするＸが控訴した。

　裁判所は、借主Ｘの控訴を棄却した。

（Y2の義務違反の有無について）
　媒介の対象物件について、賃借人の使用目的に合致する
ものであるか否かについては、その営業形態・設備改修の
可能性等複合的な要因に大きく影響されることから、特段
の事情がない限り、媒介業者において、賃借人の使用目的
に合致する物件を紹介すべき義務を負うとは解せない。
　「①Ｘは、本物件を内覧し、排気ダクトについても目視
し、電気・ガス等の各設備の容量をY2に照会し、回答を
得ていること、②Ｘは、Y2から各種設備について内装工
事業者に確認を求められていたこと、③Ｘの内覧から本契
約締結まで10日以上あったこと、④Ｘは前賃借人から排気
ダクトを含む内装・什器等を現状有姿で譲り受けているこ
と、⑤Ｘは、他所で飲食店の経営を行っていること」等か
らすれば、Ｘは、排気ダクトの容量が、自らの目的とする
用途に適したものであるか否かについての検討を容易に行
い得る立場にあった一方、Y2に対し、明確に排気容量の
要望を伝えたとは認められず、Y2において、本物件がＸ
の計画する営業形態に適したものであるか否かの判断を行
うべき状況にあったとも認められない。
　そうすると、Y2はＸに対して、Ｘの使用目的に合致す 
る物件を紹介すべき義務や説明義務の違反があったとは認 
められない

（Y1の義務違反について）
　Ｘは、Y1が自らの使用目的に合致する建物を引渡さな
かったことは、Y1の義務違反にあたると主張するが、Y1
は本契約締結後速やかに本物件をＸに引渡しており、排気 
ダクトについて一定の性能を保証したような事情も窺われ 
ないことに加え、前記の通り、Ｘは、排気ダクトの容量が、
自らの計画する業態に適したものであるか否かについての
検討を容易に行い得る立場にあったことからすれば、Y1
に本契約上の義務違反があったとも認められない。

　裁判記録によれば賃借人は、他の店舗を賃借した際に媒
介を依頼した宅建業者は、自らの使用目的に合致する設備
等を備えた物件だけを紹介してくれたと主張したが、媒介
業者や賃貸人は、賃借人が予定している具体的な使用内容
まで把握していない事が多いうえ、専門家でもないことか
ら、賃借人の責任で専門家に調査・確認を依頼する必要が
ある。トラブル回避の観点から、媒介業者は、契約前に構
造・設備については賃借人側で十分確認するよう助言する
ことも必要であると思われる。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.12.23）
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ＪＲ沼津駅高架化に関連した区画整理事業で始まった家屋の解体工

事＝20日午後９時20分ごろ、沼津市富士見町
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2023年₂月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
２月３日 名古屋 中部圏流通機構�企画事業委員会

４日 本　部 第２回�入会促進・退会抑制�特別委員会
５日 本　部 空き家ワンストップ相談会�（オンライン相談） （相談５件）
６日 京　都 中部地区･近畿地区�合同連絡会
７日 名古屋 中部圏流通機構�法務指導委員会
〃　 本　部 第５回�総務財政委員会
〃　 〃 次期宅建システム移行説明会�（Web）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
９日 浜　松 取引士法定講習 （受講者57名）
13日 金　沢 石川県宅建協会�会館内見・落成記念祝賀会
14日 名古屋 中部圏流通機構�総務財政委員会
〃　 島　田 島田工業高校�訪問 （次年度�試験会場）
20日 本　部 第３回�中間監査・正副会長会
22日 本　部 第４回�初級実務研修会 （受講者23名）
〃　 〃 月例法律相談 （来館相談１件）
24日 本　部 不動産コンサルティング�自主研修会 （受講者20名）

平日毎日 本　部 定例相談�（受付総数） （来館相談12件、電話相談205件）
Webシステムによる取引士法定講習�（２月分） （受講者42名）

2023年₁月　宅建ローン等の実績　（1/1〜1/31）
提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 35 35 42 112件
金額 37億75万円（新築戸建92、中古戸建16、中古マンション４）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 4 0 ― 4件

金額 1億1,870万円（土地購入新築３、新築戸建１）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 1 1 0 0 2件
金額 3,300万円（新築戸建２）
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